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資料１ 

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日 
空家等対策審議会資料 

 

秋田市空家等対策計画の改定について 
 

１ 秋田市空家等対策計画の改定について 

  本市では、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めるため、令和

６年３月に「秋田市空家等対策計画」を策定し、これまで計画に基づく事務

事業の検討と実施に取り組んでまいりましたが、令和７年７月に実施した町

内会に対する空き家の実態調査結果等を踏まえるとともに、令和７年度末に

改定予定である上位計画の「第２期秋田市住生活基本計画」との整合性を図

るため、本計画を改定しようとするものです。 
 

２ 計画の位置づけ 

 空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律

第 127 号）第７条に規定する市町村が空き家等対策を総合的かつ計画的に実

施するために定めることができる計画であり、この規定に基づき、本計画を

策定したものです。 

 なお、本計画は、秋田市総合計画の分野別計画である秋田市総合都市計画

および秋田市住生活基本計画等の他の分野別の関連計画との整合を図りなが

ら、推進する計画です。 

空家等対策の推進に関する
特別措置法 

第 14 次秋田市総合計画 

第７次秋田市総合都市計画 

第２期秋田市住生活基本計画 

（令和８年３月改定予定） 

【実施計画】 

秋田市地域住宅計画 

秋田市社会資本総合整備計

画(地域住宅分野) 

空き家等対策の展開 

秋田市空家等対策計画 
（令和８年３月改定予定） 

計画期間 令和６年度～令和１２年度（延長予定） 

・計画の対象 

・基本目標および基本方針 

・空き家等対策 

・実施体制、成果指標、進捗管理 等 

空家等に関する施策を総合
的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針 
 

【その他関連計画】 

秋田市立地適正化計画 

秋田市中心市街地活性化プラン 

第２期秋田市耐震改修促進計画 

秋田市地域防災計画 等 

秋田市空き家等の適切な管理
に関する条例 

（令和６年１２月改正） 

秋田市空き家対策基本方針 
（計画策定後廃止） 

【実施計画】 

秋田市空き家対策総合実施計画 
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３ 改定スケジュールについて 

第２回審議会（令和７年９月２６日）では、人口や空き家等の状況の整理、

取組状況の評価のほか、課題や基本目標および基本方針の整理を行います。 

第３回審議会（令和７年１１月下旬）では、空き家等対策の実施内容や成

果指標を検討し、計画素案やパブリックコメントについて確認を行います。 

第４回審議会（令和８年２月中旬）では、パブリックコメントの結果報告

やその結果を反映した計画案について最終確認を行い、その結果を市長に回

答していただき、その回答を受けて、令和８年３月に計画を改定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥空き家等対策の実施内容の検討 

⑦成果指標について 

①背景、位置づけ、計画期間、計画の対象の整理 

②状況の整理（人口・世帯の状況、空き家等の状況） 

③これまでの取組状況および評価 

④空き家等の課題の整理 

⑤空き家等対策の基本目標および基本方針の整理 

令和７年９月２６日 

第２回審議会 

⑧計画素案およびパブリックコメントについて 

令和７年１１月下旬 

第３回審議会 

令和７年１２月下旬～令和８年１月下旬 

パブリックコメント実施 

⑨パブリックコメント等の結果について 

⑩秋田市空家等対策計画案について 

市長に秋田市空家等対策計画案について調査審議結果の回答 

令和８年２月中旬 

第４回審議会 

秋田市空家等対策計画の改定 


